
○流山市地域支え合い活動推進条例施行規則 

平成２７年１月２６日 

規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、流山市地域支え合い活動推進条例（平成２６年流山市条

例第２２号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（情報の収集に係る調査方法） 

第３条 条例第４条第２項の規定により支援を必要とする者に係る情報を収集

するために市が実施する必要な調査は、支援を必要とする者若しくは地域に

おいて支え合い活動を行う者から調査する方法又は市が保有する資料に基づ

き調査する方法により行うものとする。 

（団体等に提供する情報の範囲等） 

第４条 条例第９条第１項の規定により同項各号に掲げる団体等（以下「団体

等」という。）に対して提供する情報（同条第２項に規定する情報をいう。

以下同じ。）は、条例第９条第１項に規定する支援を必要とする者（以下「支

援を必要とする者」という。）であって、当該団体等が活動若しくは事業を

行い、担当し、又は管轄する区域に居住するものに係る情報に限るものとす

る。 

２ 次の各号に掲げる団体等のうち、情報の提供を受けることができるものは、

当該各号に定めるものとする。 

（１）自治会等 条例第１４条の規定により申出のあったものとする。 

（２）民生委員 流山市の区域に置かれた者とする。 

（３）地域包括支援センター 介護保険法第１１５条の４７第１項の規定に

より流山市から包括的支援事業の委託を受けた者により設置されたものと

する。 

（４）市町村社会福祉協議会 社会福祉法人流山市社会福祉協議会とする。 

（５）地区社会福祉協議会 条例第１４条の規定により申出のあったものと

する。 

（６）警察署 千葉県警察基本条例（昭和２９年千葉県条例第２５号）別表

第１に規定する千葉県流山警察署とする。 



（７）消防本部、消防署及び消防団 流山市消防本部及び消防署の設置に関

する条例（昭和４１年流山市条例第１０号）第２条に規定する流山市消防

本部、同条例第３条に規定する消防署並びに流山市消防団条例（昭和５３

年流山市条例第１１号）第２条に規定する流山市消防団とする。 

（８）条例第９条第１項第８号に掲げる者 児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第１６条の規定により流山市の区域に置かれた児童委員のほか、

条例第２条第２項第６号の規定により市長が支援を必要とすると認めた者

に対して支え合い活動を行う者であって市長が認めたものとする。 

（流山市支え合い活動対象者名簿） 

第５条 条例第９条第３項の規則で定める名簿は、流山市支え合い活動対象者

名簿（別記第１号様式。以下「名簿」という。）とする。 

２ 名簿は、団体等が活動若しくは事業を行い、担当し、又は管轄する区域ご

とに調製するものとする。 

（条例第１０条の規定による情報の提供に関する手続） 

第６条 条例第１０条ただし書に規定する各情報の提供の可否に対する確認の

手続は、市長が、支援を必要とする者（条例第２条第２項第１号に掲げる者

に限る。）に対し、流山市支え合い活動対象者名簿登載確認通知書（別記第

２号様式）により通知し、団体等に対して当該者に係る情報を提供すること

に同意しない場合はその旨を流山市支え合い活動対象者名簿登載不同意申出

書（別記第３号様式）により団体等に対して情報を提供する日の１４日前ま

でに申し出るよう求める方法により行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知により回答を求められた者が団体等に対し

て情報を提供することについて同意しない旨の申出をしなかったときは、団

体等に対して、当該者に係る情報を提供するものとする。 

３ 第１項の規定による通知の回答において情報の提供に同意しない旨の申出

をしなかった者が、後日に至り、情報の提供に同意しない旨の申出をした場

合において、既に当該者に係る情報を団体等に対して提供しているときは、

市長は、速やかに当該団体等に対し、流山市支え合い活動対象者名簿登載者

抹消通知書（別記第４号様式）により、当該者に係る情報を名簿から抹消す

るよう指示するものとする。 

４ 第１項の規定による通知の回答において情報の提供に同意しない旨の申出

をした者が、当該申出の後に、流山市支え合い活動対象者名簿登載不同意撤

回申出書（別記第５号様式）により当該同意しない旨の申出を撤回する旨の



申出をした場合において、既に当該者が居住する区域に係る名簿を団体等に

提供しているときは、市長は、速やかに当該団体等に対し、流山市支え合い

活動対象者名簿登載者追加通知書（別記第６号様式）により、当該者に係る

情報を提供するものとする。 

５ 第１項の規定による確認は、団体等に対して情報を提供する日の３０日前

までに行うものとする。 

（条例第１１条の規定による情報の提供に関する手続） 

第７条 条例第１１条の規定による同意に係る手続は、市長が、支援を必要と

する者（条例第２条第２項第２号から第５号までに掲げる者（その者が未成

年者であるときは、その者に係る条例第１１条の保護者）に限る。）に対し、

流山市支え合い活動対象者名簿登載同意確認通知書（別記第７号様式）によ

り通知し、団体等に対して当該者に係る情報を提供することに同意する場合

はその旨を流山市支え合い活動対象者名簿登載同意申出書（別記第８号様式）

により団体等に対して情報を提供する日の１４日前までに申し出るよう求め

る方法により行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による通知により回答を求められた者が団体等に対し

て情報を提供することについて同意する旨の申出をしたときは、団体等に対

して、当該者に係る情報を提供するものとする。 

３ 第１項の規定による通知の回答において情報の提供に同意する旨の申出を

した者が、当該申出の後に、流山市支え合い活動対象者名簿登載同意撤回申

出書（別記第９号様式）により情報の提供に同意する旨の申出を撤回する旨

の申出があった場合において、既に当該者に係る情報を団体等に対して提供

しているときは、市長は、速やかに当該団体等に対し、流山市支え合い活動

対象者名簿登載者抹消通知書により、当該者に係る情報を名簿から抹消する

よう指示するものとする。 

４ 第１項の規定による通知の回答において情報の提供に同意する旨の申出を

しなかった者が、後日に至り、当該情報の提供に同意する旨の申出をした場

合において、既に当該者が居住する区域に係る名簿を団体等に提供している

ときは、市長は、速やかに当該団体等に対し、流山市支え合い活動対象者名

簿登載者追加通知書により、当該者に係る情報を提供するものとする。 

５ 第１項の規定による確認は、団体等に対して情報を提供する日の３０日前

までに行うものとする。 

（条例第１２条の規定による情報の提供に係る手続） 



第８条 条例第１２条の規定による申出は、支援を必要とする者（条例第２条

第２項第６号に掲げる者（その者が未成年者であるときは、その者に係る条

例第１２条の保護者）に限る。）から流山市支え合い活動対象者名簿登載申

出書（別記第１０号様式）を提出させることにより行うものとする。 

２ 市長は、前項の申出書の提出があった場合において、当該者に係る情報を

名簿に登載することと決定したときは、当該者に対し、その旨を連絡すると

ともに、団体等に対して、当該者に係る情報を提供するものとする。この場

合において、既に当該者が居住する区域に係る名簿を団体等に提供している

ときは、市長は、速やかに当該団体等に対し、流山市支え合い活動対象者名

簿登載者追加通知書により、当該者に係る情報を提供するものとする。 

３ 第１項の申出書を提出した者が、当該申出の後に、流山市支え合い活動対

象者名簿登載撤回申出書（別記第１１号様式）により当該申出を撤回すると

した場合において、既に当該者に係る情報を団体等に対して提供していると

きは、市長は、速やかに当該団体等に対し、流山市支え合い活動対象者名簿

登載者抹消通知書により、当該者に係る情報を名簿から抹消するよう指示す

るものとする。 

（情報の内容の変更） 

第９条 団体等に対して条例第９条第１項の規定による情報の提供をした後に、

支援を必要とする者（その者が未成年者である時はその保護者（子に対して

親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。））から、

提供した情報の内容の変更に係る申出があったときは、市長は、当該者に係

る情報を提供した団体等に対し、流山市支え合い活動対象者名簿登載事項変

更通知書（別記第１２号様式）により、当該者に係る提供した情報の内容の

変更を行うよう指示するものとする。 

２ 前項の情報の内容の変更に係る申出は、流山市支え合い活動対象者名簿登

載事項変更申出書（別記第１３号様式）により行うものとする。 

（条例第１４条の規定による情報の提供に係る手続） 

第１０条 条例第１４条の規定により情報の提供を受けようとする自治会等及

び地区社会福祉協議会は、流山市支え合い活動対象者名簿提供申出書（別記

第１４号様式）に、支え合い活動計画書（別記第１５号様式）を添えて、市

長に申し出なければならない。 

２ 条例第１４条の規定により名簿の提供を受けた自治会等及び地区社会福祉

協議会は、支え合い活動を行わなくなったときは、速やかに、支え合い活動



廃止届（別記第１６号様式）に提供を受けた名簿を添えて、市長に届け出な

ければならない。 

（名簿管理者の選任の届出） 

第１１条 条例第１６条第１項の規定による名簿管理者の選任は、一の名簿に

対し当該団体等の構成員から１人を選任するものとする。 

２ 条例第１６条第１項の規定による名簿管理者の届出は、流山市支え合い活

動対象者名簿管理者届（別記第１７号様式）によるものとする。 

３ 条例第１６条第３項の規定による届出は、流山市支え合い活動対象者名簿

管理者変更届（別記第１８号様式）によるものとする。 

（名簿の更新） 

第１２条 市長は、団体等に提供した名簿を、原則として、毎年１回更新する

ものとする。 

２ 市長は、名簿を更新したときは、更新前の名簿を提供している団体等に対

し、当該提供している名簿と引き換えに新たに調製した名簿を提供するもの

とする。 

３ 前項の場合において、更新後の名簿を自治会等及び地区社会福祉協議会に

対して提供するときは、当該自治会等及び地区社会福祉協議会からの申出に

基づき行うものとする。 

４ 自治会等及び地区社会福祉協議会は、前項の申出をする際には、流山市支

え合い活動対象者名簿提供申出書に、支え合い活動状況報告書（別記第１９

号様式）を添えて、市長に申し出なければならない。 

（補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第６条、第７条、第８条関係） 

第５号様式（第６条関係） 

第６号様式（第６条、第７条、第８条関係） 

第７号様式（第７条関係） 

第８号様式（第７条関係） 

第９号様式（第７条関係） 

第１０号様式（第８条関係） 

第１１号様式（第８条関係） 

第１２号様式（第９条関係） 

第１３号様式（第９条関係） 

第１４号様式（第１０条、第１２条関係） 

第１５号様式（第１０条関係） 

第１６号様式（第１０条関係） 

第１７号様式（第１１条関係） 

第１８号様式（第１１条関係） 

第１９号様式（第１２条関係） 

 


